
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
  

  
  

換地処分とは、換地計画に基づき従前地に存する権利を換地に移行する法的手続きです。 

換地計画は、令和６年４月１７日に埼玉県知事の認可を受け決定したため、換地計画で定めた内

容を、関係権利者（所有権者・借地権者・抵当権者）に「換地処分通知」として通知します。 

  

換地処分通知の内容は、「①通知文（市長印を押したもの）、②換地明細書、③各筆各権利別清算金

明細書、④案内図、⑤換地図、⑥共有者名簿（該当者のみ）」となります。換地処分通知は再発行で

きませんので、大切に保管してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  



 
  

  

換地処分の公告は、換地処分通知が関係権利者全員に届いたことを確認した後に埼玉県知事が行

います。 

 

  

換地処分の公告がなされると、「換地処分の公告日の翌日」に換地処分の効力が発生します。 

従前地の権利（所有権、借地権、抵当権など）が換地に移行します。 

各筆各権利別清算金明細書記載の清算金額が確定します。 

清算金徴収・交付の対象者は、換地処分の公告日の土地所有者及び借地権者です。 

  

施行区域内における建築行為等については、土地区画整理法第７６条の規定による許可申請

が必要でしたが、換地処分の公告日の翌日以降は不要となります。 

仮換地の分合筆等の手続きについては、施行者（東松山市）の確認が必要でしたが、換地処

分の公告日の翌日以降は不要となります。 

新たに土地を分合筆する場合は、法務局へ登記申請することになりますが、区画整理登記が

完了するまでの間は登記事務が停止されますのでご注意ください。 

（Ｐ６「２ 登記事務の停止」参照）



 
 

  
  

「換地処分の公告日の翌日」から、町名地番の書き替わりに伴い住所も変更となります。 

市役所などが職権で住所変更するものと、ご自身で手続きをしていただくものがあります。住所

変更手続きの詳細は、後日送付する「住所変更のしおり（仮称）」にてお知らせします。 

換地処分の公告がなされるまでは、住所の変更手続きはできません。 

 
 



 
 

  
  
区画整理登記とは、土地・建物の登記簿などを換地の内容に書き替える登記です。換地処分の公告

日以降に、施行者（東松山市）が法務局に登記申請します。

 

表題部の「所在」「地番」「地目」「地積」 

表題部の「所在」「家屋番号」 

土地の「位置」「形状」 

※土地登記簿の地積は、地目が宅地及び地積が１０㎡未満の場合は、小数点第２位まで表示さ

れ、それ以外の場合は、整数で表示されます。 

 

  
区画整理登記を行っている間は、施行区域内の登記事務が停止されるため、所有権移転などの登

記申請ができなくなります。これは登記事務を混乱なく行うためのものですので、ご協力をお願い

します。 

なお、区画整理登記が完了した際には、施行者（東松山市）から改めて権利者の皆様へお知らせし

ます。 

 



 
 

  
区画整理登記では、原則として「登記識別情報通知」は交付されませんが、例外として合併換地

（従前地２筆以上を１筆の換地にすること）に対しては、「登記識別情報通知」が交付されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

  
  
清算金とは、従前地と換地の間に生じた不均衡を解消するための金銭です。 

従前地の権利価額よりも換地の権利価額が大きい場合は清算金の徴収、小さい場合は清算金の交

付になります。 

 

  
清算金の徴収交付の流れは下表のとおりです。詳細は、令和７年２月送付予定の「清算金のご案

内」をご確認ください。 

 



 
 

  
徴収清算金は、下表のとおり清算金額に応じて分割して納付することができます。 

なお、分割納付は利子が伴います。利率は、換地処分の公告日の翌日の「法定利率」で、令和６年

７月時点の法定利率は３％です。 

 

 

  
清算金を受け取った場合は、所得税に関する「５，０００万円特別控除」または「代替資産取得

の特例措置」の適用が受けられます。適用を受けるために必要な書類は、対象者へ改めて送付しま

す。 

 

 

※土地区画整理法第９０条による換地不交付で清算金の交付を受ける場合は、上記の特例は適用

されません。 

 



 

 

  
  

保留地は、土地区画整理事業で生み出した土地であるため換地処分までは登記簿がありません。

そのため、換地処分（区画整理登記）の際に、一度施行者（東松山市）名義で登記簿を作成し、そ

の後、各購入者に名義を変更します。 

名義変更手続きは施行者（東松山市）が行いますが、所有権移転登記にかかる登録免許税は各

購入者の負担となります。登録免許税の計算式は、固定資産税評価額×税率（１．５%）です。 

登録免許税の支払い方法などの詳細は、名義変更をする際に改めてお知らせします。 
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